
知って得する！ケンポくんのトクトク Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格喪失後の保険証を使おうとしていませんか？ 

 

医療費精算の流れ 

ちょっと待った！！ 

資格喪失後の保険証はお使いいただくことができません！！ 

医療機関（受診先） 

 

当組合の資格喪失者 

 

当組合 

 

①資格喪失後の保険証で受診 

保険証利用のため医療機関に 

自己負担額３割（２割）支払い 

②医療機関から当組合に請求 

医療費７割（８割）を 

支払基金を経由して当組合に請求 

当組合に医療費の返還をしていただいた後、 

レセプト（診療報酬明細書）を送付いたします。 

レセプトと領収書を新しく加入した健保にご提出し、 

医療費７割（８割）の払い戻しを受けてください。 

⚠精算金額が高額になる場合がございますのでご注意ください。 

資格情報の確認 

当組合の被保険者・被扶養者でなくなったときは、資格喪失日から当組合の保険証は使えません。 

もし誤って使ってしまった場合、当組合が負担した医療費を精算していただきます。 

新しく加入した健保 

 

⑤療養費の申請 

③資格喪失者に医療費７割（８割）の 

精算のご案内を送付（受診の３～４か月後） 

 

 

 

転職して健康保険の切り替え中ですが、 

新しい保険証の発行には１週間ほどかかると言われてます。 

どうしても歯が痛くて歯医者に行きたいのですが、 

まだ返却していない前加入健保の保険証を使っても良いですか…？ 

④医療費の精算 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険証切り替え手続き中で保険証がお使いいただけない場合、 

マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていただくことにより、 

マイナンバーカードでの受診が可能です。 

 

 

 

マイナンバーカードで受診するための準備 

２０２４年１２月２日に健康保険証が廃止されることが閣議決定されました。 

廃止前に慌てないよう、前もって準備をしておきましょう！ 

 

 

どうしても受診したいときは、マイナンバーカードで医療機関に受診できます！ 

医療費が安くなります！ 

 

マイナンバーカードで受診するメリット 

 

初診時の窓口加算額が医療機関で保険証利用の場合１２円のところ、マイナ保険証の利用で半額の６円に、 

調剤薬局で保険証利用の場合９円のところ、マイナ保険証を利用すると３分の１の３円になります！ 

そ
の
ほ
か
に
も 


